
令和元年第５回たつの市教育委員会定例会議事日程 

 

                           と き 令和元年５月２９日（水） 

                          午後１時３０分 

                        ところ 市役所分庁舎ホール 

 

１ 開会宣言 

 

２ 会議録署名委員の指名 

 

３ 教育長諸報告 

  （１）たつの市市政ビデオについて（上映） 

  （２）市議会構成及び議会各委員について 

  （３）学校訪問について 

  （４）令和元年度海に学ぶ体験学習事業について 

  （５）市内中学校卒業生進路状況について 

  （６）不登校・いじめについて 

  （７）室津の北前船関連文化財の日本遺産認定について 

 

   

４ 議事 

   報告第１０号  たつの市伝統的建造物群保存地区保存審議会からの答申について 

   議案第２０号  たつの市龍野伝統的建造物群保存地区保存活用計画策定について 

   議案第２１号  たつの市コミュニティセンター条例制定について 

   議案第２２号  令和元年度たつの市一般会計補正予算の見積りについて 

   議案第２３号  工事請負契約について 

   議案第２４号  たつの市心身障害児就学指導委員会委員の委嘱及び任命について 

       

      

５ 自由討議 

    

 

６ 次回教育委員会開催予定日   令和元年 ６月２６日（水） 午後２時～ 

〃    開催場所  （   分庁舎ホール     ） 

  次々回教育委員会開催予定日  令和元年 ７月  日（ ） 

     〃    開催場所  （              ）  

 

７ 閉会宣言 

 

 

 

 



令和元年第５回たつの市教育委員会定例会会議録 

           

と き 令和元年５月２９日（水） 

午後１時３０分 

ところ  たつの市役所分庁舎ホール 
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それでは、ただ今から、令和元年第５回たつの市教育委員会定例会を開会します。 

 

 それではまず始めに、会議録署名委員の指名を行います。 

 ●●委員を指名します。よろしくお願いします。 

 

 次に、会議の公開又は非公開の決定を行いたいと思います。 

 

 教育長諸報告のうち、（５）市内中学校卒業生進路状況について、並びに（６）不登校・いじ

めにつきましては、たつの市教育委員会会議規則第９条第１項第７号、会議の公開が不適当と

する事件の規定により、また、議事のうち、議案第２１号「たつの市コミュニティセンター条

例制定について」、議案第２２号「令和元年度たつの市一般会計補正予算の見積りについて」、

議案第２３号「工事請負契約について」は、同規則第９条第１項第４号、教育予算その他議会

の議決を経るべき議案についての意見の申出に関する事件の規定に基づき、また、議案第２４

号「たつの市心身障害児就学指導委員会委員の委嘱及び任命について」は、同規則第９条第１

項第２号、教育委員会の所管に属する各機関及び各委員会の委員の任免又は委嘱に関する事件

の規定に基づき、非公開にすることが適切であると思われます。賛成の方は挙手願います。 

 

 ＜ 挙手 ＞ 

 

 賛成が出席委員の３分の２以上の多数と認め、非公開と決定します。 

 それでは、先に公開案件を審議した後、非公開案件の審議を行います。 

 

 それでは、教育長諸報告に入ります。 

 なお、（１）たつの市市政ビデオの上映については、時間の都合上、次回以降とさせていただ

きます。 

 それでは、（２）市議会構成及び議会各委員について、事務局報告願います。 

 

 ５月１６日の臨時議会において決定しました。議長には楠議員、副議長には内匠議員、監査

委員には三木議員が選出されました。常任員会の福祉文教常任委員会は、委員長が野本議員、

副委員長に肥塚委員となっており、その他、宗實議員、和田議員、内匠議員、三木議員、横田

議員が委員となり、昨年度とメンバーの変更はございません。以下、それぞれの委員会につき

ましては、またご覧いただけたらと思います。 

 

 続いて、（３）学校訪問について、事務局報告願います。 

 

 今年度本市において学校訪問を実施する学校は７校となります。参加者につきましては、た

つの市教育長、太子町教育長、教育委員の方々、兵庫県教育委員会事務局播磨西教育事務所の

指導主事等、記載のとおりとなります。教育委員の皆様の出席の御依頼につきましては今後調

整させていただきます。訪問する学校が決まりましたら、詳細な訪問日程、資料につきまして

は、実施する学校からお知らせする予定です。よろしくお願いいたします。 

 

 それでは、次に（４）令和元年度海に学ぶ体験学習事業について、事務局報告願います。 

 

 この事業は、平成２２年の道の駅「みつ」がオープンと同時に始まり、今年で１０年目を迎

えます。市内全小学校４年生の児童が参加します。実施期間は５月から９月となり、詳細な日

程は次ページに記載しております。体験活動を通じてふるさとへの愛着心、自然環境や産業へ

の興味関心を培うことを目的としています。４ページをご覧ください。食育講師として食育を

推進するグループの方々に御協力をいただいております。以上です。 

 

 ６月１７日には、播磨高原東小学校も参加対象となり、西栗栖小学校と合同で参加します。 
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事務局 

 

 

 事業１０年目に当たり、事業評価はされていますか。 

 

１０年目を終えた後に、事業評価をする予定です。 

 

分かりました。 

 

この事業を通じて食育を推進するのは海産物が対象ですか。 

 

シーフードカレーを作る際には、海産物のほか、地産地消を意識しています。地元のじゃが

いもやにんじんを使っていることを子どもたちに伝えています。食育講師には地元の漁業女性

部の方々のほか、いずみ会の龍野支部、揖保川支部、新宮支部の方々、地域活動栄養士会の方々

に御協力いただいております。この方たちは、主に食べ物全般の食育を進めていらっしゃる団

体の方です。 

 

それでは、（７）室津の北前船関連文化財の日本遺産認定について、事務局報告願います。 

 

１５ぺージになります。たつの市で初めての日本遺産認定となります。室津の北前船関連の

文化財が５月２０日付けで日本遺産に認定されました。「荒波を越えた男たちの夢が紡いだ異

空間～北前船寄港地・船主集落～」というものであります。この室津において５点の文化財が

対象となります。当時の様子を伝える室津の町並み、北前船で財をなした廻船問屋三木半四郎

の住宅であった室津海駅館、見性寺に三木半四郎により奉納された西国三十三所霊場の石仏、

北前船が係留するときに船のもやいを繋いだもやい石、北前船の船乗りたちが出航前に日和を

見た場所である日和山で、以上５点が認定されたものです。北前船の日本遺産については、今

回のたつの市のほか、姫路市など７市町が追加認定され、計４５市町となります。以上でござ

います。 

 

５月２０日には新規認定が対象の認定交付式があり、今回、たつの市をはじめとする追加認

定の交付式については、５月３１日に大阪市の住吉大社で行われます。 

 

ご質問等はございませんか。 

ないようでしたら、次に議事に入ります。報告第１０号「たつの市伝統的建造物群保存地区

保存審議会からの答申について」、事務局説明願います。 

 

 ＜ 事務局 資料に基づき説明 ＞ 

 

 以上のことでご質問等はございませんか。 

 ないようですので、採決に入ります。報告第１０号は、原案のとおり承認することにご異議

ございませんか。 

 

  ＜ 異議なしの声 ＞ 

 

 ご異議なしと認めます。よって、報告第１０号は、原案のとおり承認いたしました。 

 

 続きまして、議案第２０号「たつの市龍野伝統的建造物群保存地区保存活用計画策定につい

て」、事務局説明願います。 

 

  ＜ 事務局 資料に基づき説明 ＞ 

 

 以上の説明について、ご質問、ご意見はございませんか。 

 

審議会では最終的に原案のとおりという結果でしたが、それまでにどういった意見が出たか

教えてください。 

 

特定の物件に関しての意見は出ておりません。審議会のメンバーの中には地元の方が入って

おり、保存活用に関して前向きに考えていらっしゃる方が多かったことから、スムーズに内容
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確認等をしていただくことができました。 

 

大きな議論はなかったのですね。分かりました。 

 

 ほかにご質問等はございませんか。 

 ないようですので、採決に入ります。議案第２０号は、原案のとおり承認することにご異議

ございませんか。 

 

  ＜ 異議なしの声 ＞ 

 

 ご異議なしと認めます。よって、議案第２０号は原案のとおり承認いたしました。 

 

 それでは、これで公開案件の審議は終わり、ここから非公開案件の審議に移ります。 

 

  ＜ 非公開案件の質疑応答 ＞ 

  

 続きまして、自由討議に入ります。何か討議事項をお持ちの方はいらっしゃいませんか。 

 

 ないようですので、これで自由討議を終わります。 

 

 次に、次回以降の教育委員会定例会の日程調整を、事務局からお願いします。 

 

  ＜ 次回、次々回の日程調整 ＞ 

 

 以上で、第５回たつの市教育委員会定例会の日程は、全て終了しました。これをもちまして

閉会します。 

 

 

午後３時０５分終了 

 

出席者 

教育長                 横山 一郎 

委員                  菅野 夏子 

委員                  七條 祐正 

委員                  松尾 壯典 

委員                  喜多 敦子 

教育管理部長              田中 徳光 

教育事業部長（兼）歴史文化財課長    冨井 俊則 

教育管理部参事（兼）教育環境整備課長  沖田 基幸 

教育事業部参事（兼）社会教育課長    小松 精二 

教育事業部参事（兼）人権教育推進課長  圓田 元彦 

教育総務課長              坪内 利博 

学校教育課長              山田 晴人 

幼児教育課長              田中 彰人 

すこやか給食課長            村上 秀樹 

体育振興課長              倉元 竜也 

社会教育課主幹             喜多村 玲 

   歴史文化財課主席学芸員         義則 敏彦 

 

 

 

 

 

 


